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松江北道路 市民説明会

配付資料



本日の説明の流れ

①松江北道路の概要

④今後の進め方

③調整を踏まえたルート（道路計画）案
・ルート（道路計画）案
・環境影響評価の結果
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②これまでの経緯
～地域からの主な要望とその回答

配付資料

松江北道路
だより第１２号



①松江北道路の概要
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4①松江北道路の概要

地域高規格道路境港出雲道路 の一部
・山陰道とともに宍道湖・中海圏域の「８の字ルート」を形成
・圏域内の都市相互や周辺観光地間の移動時間短縮を図り、魅力ある都市圏の形成を支援



5①松江北道路の概要（目的）

交通渋滞
災害・緊急時
への備え

山陰道への
接続

宍道湖・中海圏域の
連携（観光振興）

【松江市内道路ネットワークの現状と課題】

▲交通渋滞の様子（松江市春日町）

◀ H18.7豪雨による浸水被害
（JR松江駅前）

◀松江JCT
（山陰道）
（松江だんだん道路）



6①松江北道路の概要（目的）

【環状道路のはたらき】

・市街地へ流入する交通の分散化に伴う渋滞の緩和
・災害時の迂回路機能の確保
・山陰道へのアクセス向上に伴う物流の効率化 など

を図り、地域の発展に貢献



7①松江北道路の概要（規格等）

・道路規格： 第３種第２級
・設計速度： ６０km/h
・車線数： ２車線
・交差点： 集約して本線の走行性を確保

※乗り降り箇所の名称は
仮称です。

※記載しているルート案は、
令和2年7月時点のものであり、おおむねの位置を示しています。



8①松江北道路の概要（乗り降り箇所）

平面交差

乗り降り箇所（乗り降りできる場所）は
立体交差または平面交差を検討しています。

立体交差（インターチェンジ） 立体交差のイメージ：だんだん道路西尾IC

平面交差のイメージ:（主）松江島根線川津まるごう付近

注）イメージです

注）イメージです
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〇道路規格：第３種第２級
○設計速度：60km／ｈ
○車線数 ：２（片側１車線）
○車線幅員：3.25m
○ 路肩幅員：0.75m
○ 歩道等 ：設置しない
○中央帯 ：設置しない

①松江北道路の概要（構造等）

道路幅 8.0m

車道 車道



②これまでの経緯
～ 地域からの主な要望とその回答
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11②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答

これまでの経緯
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これまでの経緯

検討範囲を設定

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答



13②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答

これまでの経緯
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これまでの経緯

３つのルート帯（概ね500m幅）案を設定

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答



15②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答

これまでの経緯
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これまでの経緯

１つのルート帯を選定

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答



17②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答

これまでの経緯
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これまでの経緯

ルート（道路計画）案（H30.7）

② これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答



19
ルート選定において特に考慮するもの
（公共施設、重要遺跡、自然環境に関する重要種など）

島根大学

松江城

松江市役所

起点

終点

松江駅

ソフトビジネス
パーク島根

生馬小学校

ソフトビジネスパーク

白鹿
城跡等

真山（新山）
城跡

垣の内古墳

生馬が丘団地

松江工業高等
専門学校等

送電線

送電線

寺津
古墳群等

古江公民館等

浄化センター

四ツ葉園等

湘苑団地

大源古墳群浄化センター

グリーンテラス
西持田

コハクチョウ
の飛来地

西谷下組地区

持田神社

持田小学校

古江小学校

平ノ前
廃寺等

生馬神社

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答
ルート周辺状況
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ルートの基本方針

①走行しやすい道路線形とする。

②社会環境上配慮する必要がある文化財、神社・寺院、
住宅団地、主要公共施設を極力回避する。

③自然環境への影響を極力低減することを念頭に地形の改
変を極力少なくなるよう配慮する。

④橋梁及びトンネル等の構造物や残土、不足土量が少なく
なるよう可能な限りコスト縮減に努める。

上記①～④について
利便性・安全性・経済性等を総合的に勘案したルートとする。

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答



21

道路構造形式の基本方針

（１）山地部
①地形に合わせ、切土及び盛土構造を基本とする。
②ただし、近接構造物及び重要な文化財に影響がある場合や
山が高い場合はトンネル構造とする。

（２）平地部
①残土の有効活用及び、構造物の今後の維持管理を考慮し、
盛土構造を基本とする。
②ただし、川、道路及び鉄道を横架する箇所、市街化が進行
している箇所、細い谷を盛土構造にすることで排水等の懸
念があると考えられる箇所については、高架構造とする。

（３）機能復旧（機能回復道路）
これまで有していた道路機能等の機能回復を図る。

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答
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これまでの経緯

３つのルート帯案を設定

ルート（道路計画）案（H30.7）

１つのルート帯を選定

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答



23②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答

これまでの経緯
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地域からの主な要望とその回答

②これまでの経緯～地域からの主な要望とその回答


